
春日井市　支援が必要な子ども等のためのサービスガイド（学齢期・成人期）

特別支援学校

・県立春日台特別支援学校（神屋町） 幼稚部、小・中学部、高等部

対象：知的障がい 電話：４１－８７５１

・県立瀬戸つばき特別支援学校（瀬戸市） 小・中学部、高等部

対象：知的障がい 電話：０５６１－５６－０９５０

・県立一宮東特別支援学校（一宮市） 小・中学部、高等部

対象：知的障がい 電話：０５８６－５１－５３１１

・県立春日井高等特別支援学校（中切町） 高等部

対象：知的障がい 電話：８５－３５１１

・県立小牧特別支援学校（小牧市） 小・中学部、高等部

対象：肢体不自由等 電話：７３－７６６１

・県立一宮特別支援学校（一宮市） 幼稚部・小・中学部、高等部

対象：肢体不自由等 電話：０５８６－７８－４６３５

・県立大府特別支援学校（大府市） 小・中学部、高等部

対象:病弱・虚弱等 電話：０５６２－４８－５３１１

・県立千種聾学校（千種区） 幼稚部・小学部

対象：聴覚障がい 電話：０５２－７１１－４１２１

・県立名古屋聾学校（千種区） 中学部、高等部

対象：聴覚障がい 電話：０５２－７６２－６８４６

・県立名古屋盲学校（千種区） 幼稚部、小・中学部、高等部

対象：視覚障がい 電話：０５２－７１１－０００９

あい農子どもクラブ（子ども政策課）

内容：放課後や学校の長期休業期間中に、子どもの居場所を提供する。（要申込）

対象：小学１年～６年生

時間：平日 放課後～１９：００

学校休業日（学年始・学年末、夏季休業、冬季休業、運動会などの振替休日）

８：００～１９：００ ※土・日曜日、祝日、年末年始、小学校の閉校日は休業

場所：あい農パーク春日井（西尾町）

電話：３７－１８３１

相

談

障がい者生活支援センター

市の委託する障がい者などの在宅福祉に関する相談窓口、在宅福祉サービス

の利用援助、社会資源など日常生活や社会生活に関する相談や情報提供を行う。

※来所・訪問は予約が必要

・障がい者生活支援センターあっとわん（中央台 サンマルシェ・南館B１）

対象：主に障がい児 時間：月～金 ９：３０～１７：００ 電話：９１－５５５７

・障がい者生活支援センターJHNまある（鳥居松町）

対象：主に精神障がい 時間：月～金 ９：００～１７：００ 電話：８４－５５０３

・障がい者生活支援センターかすがい（坂下町）

対象：主に知的障がい 時間：月～日 ９：００～１７：００ 電話：８８－８５３７

・春日苑障がい者生活支援センター（廻間町）

対象：主に身体障がい 時間：月～土 ９：００～１７：００ 電話：８８－７６３７

・基幹相談支援センターしゃきょう（浅山町 総合福祉センター）

対象：３障がい児・者 時間：月～金 ８：３０～１７：００ 電話：８４－５３００

民生委員・児童委員、主任児童委員

内容：社会福祉に関する相談に応じ、必要な支援、

専門機関や福祉サービスの情報提供をする。

【事務局】地域福祉課

時間：月～金 ８：３０～１７：１５

電話：８５－６２２８

あいち発達障害者支援センター

（神屋町 愛知県医療療育総合センター）

内容：発達障がいについての相談（詳細は「乳幼児期」面を参照）

相談時間：月～金 １０：００～１２：００ １３：００～１６：００

電話相談：８８－０８４９

FAX：８８－０９６４

E-mail：asca@pref.aichi.lg.jp

来所予約時間：月～金 ９：００～１２：００ １３：００～１７：００

来所予約電話：８８－０８１１ （内線）８１０９

メンタルヘルス相談（保健所）

内容：ひきこもりやうつなど、

こころの病気などに関する相談

時間：月～金 ９：００～１２：００

１３：００～１６：３０

場所：春日井保健所（柏井町）

電話：３１－０７５０（面接は要予約）

家庭児童相談室

内容：①子育ての悩み、②不登校、③学校生活における行動上

の問題、④子どもに係る家族の問題

時間：火～土曜日 ９：００～１２：００

１３：００～１６：００

場所：総合福祉センター（浅山町）

電話：８４－４６００

メンタルヘルス相談（健康増進課）

内容：精神科医師や臨床心理士による、うつ病、依存症、ひきこもり、

自殺・自傷行為等のこころの健康に関する相談

時間：平日のみ、月３回実施（予約制）

場所：総合保健医療センター（鷹来町）

電話：８５－６１７２

※精神保健福祉士・保健師による電話相談は随時実施。

スペシャルキッズの会

内容：障がいのある子や発達障がいなど丁寧な関わりが必要な子を持つ保護者

や関心のある方を対象として、ミニ講座や交流会を実施する。

時間：不定期開催

※あっとわんのホームページか電話にて要確認。

場所：あっとわん（中央台 サンマルシェ南館・地下１階）

電話：９１－５５５７

教

育

関

係

学校教育課（特別支援教育担当）

小中学校の特別支援教育全般について所管。電話：３３－１１１４（柏原町 中央公民館内 教育研究所）

学校教育相談

発達障がいを含め、特別支援教育、就学支援に関する相談を行う。電話：３３－１１１４

（柏原町 中央公民館内 教育研究所）

春日井公共職業安定所（南下原町）

内容：就職を希望する障がい者に対し関係機関と連携し、

就職から職場定着までの一貫した支援を実施

時間：月～金８：３０～１７：１５

電話：８１－５１３５

愛知障害者職業センター（中区）

内容：障がい者に対する職業相談や職業支援を実施す

るほか、事業主や支援者に向けた相談支援を実施

※相談は電話予約が必要

時間：月～金 ８：４５～１７：００

電話：０５２－２１８－２３８０

愛知障害者職業能力開発校（豊川市）

内容：一般の職業能力開発施設では訓練が困難な障が

い者等に対して、それぞれの能力に適応した職種に必

要となる基礎的な知識や技能を習得するための訓練を

実施（身体に障がいがあって通校困難な方は寄宿舎の

利用可能）

電話：０５３３－９３－２１０２

就

労

関

係

愛知県総合教育センター特別支援教育相談

（東郷町 愛知県総合教育センター内）

内容：電話による相談 来所による相談（予約制）

対象：特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒とその保護者及び関係教職員等

電話：０５６１－３８－９５１７

あゆみ相談（春日台特別支援学校 地域支援部）

内容： 総合福祉センター内の相談室及び春日台特別支援学校にて、春日台特別支援学校の職員がお子さんの発達について心配なこと、

学校での支援について等の相談を受け付ける。

面接相談（予約制）・・・９：３０～１１：００ １５：４５～１７：００（時間は応相談）土日祝日を除く）

申込み・・・春日台特別支援学校地域支援部 電話：４１－８７５１

放課後なかよし教室（学校教育課）

内容：保護者や地域の人と協力して、小学校の余裕教室等

を活用して、子どもたちを健やかに育む放課後の居場所を作

る。

対象：小学１年～６年生

時間：平日放課後～１６：３０

電話：８５－６４４２

子どもの家（子ども政策課）

内容：就労や疾病などにより保護者が昼間家庭にいない子どもに対して、放課後の

適切な遊びや生活の場を提供する。（要申込）

対象：保護者が昼間家庭にいない小学生

時間：平日 放課後～１９：００

学校休業日（土曜日、学年始・学年末、夏季休業、冬季休業、運動会などの振替休日） ８：００～１９：００

※日曜、祝日、年末年始は休業

福
祉
・そ
の
他

市の窓口（障がい福祉課）

内容：手帳や手当、福祉サービスなどに関する相談

時間：月～金 ８：３０～１７：１５

電話：８５－６１８６

障がい福祉サービス等
・放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、医療型児童発達支援・・・日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの療育を行う。

・保育所等訪問支援・・・保育所・学校等において、集団生活への適応のための専門的な支援を行う。

・生活介護・・・常時介護を要する障がいのある人に、施設において入浴、排泄または食事の介護や創作的活動を行う。

・就労継続支援・・・働く場を提供するとともに、必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。

・就労移行支援・・・一般企業などへの就労を希望する人に就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行う。

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）・・・一定期間、身体機能・生活能力の向上に必要な訓練を行う。

・居宅介護・・・ヘルパーによる身体介護（入浴、排泄、食事介護など）や家事援助（掃除、洗濯、買い物など）、通院等介助を行う。

・短期入所・・・家族の疾病等の理由により、短期間の施設入所を行う。

・共同生活援助（グループホーム）・・・共同生活住居で、相談、入浴、排せつまたは食事の介護や日常生活上の援助を行う。

・日中一時支援・・・活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練やその他の支援を行う。

・地域活動支援センター・・・創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流促進等に必要な支援を行う。

※ サービスの利用には一定の要件があり、サービス受給者証が必要です。

電話：８５－６１８６

6歳～ 12歳～ 15歳～ 18歳～ 20歳～

春日井若者サポートステーション（中央通）

内容：働くことに悩みを抱えた15～49歳の方に対し、コ

ミュニケーション訓練や就労体験などによる就労支援を

実施

時間：火～土 １０：００～１７：００

電話：３７－１５８３

尾張北部障害者就業・生活支援センターようわ （坂下

町）

内容：障がい者の身近な地域において、就業面と生活面

の一体的な相談・支援を実施

時間：月～土 ９：００～１７：００

電話：８８－５１１５
相談室ひまわり（柏原町 中央公民館内 教育研究所）

内容：発達障がいをはじめ学校生活や学習の状況を改善するための専門的な相談員（臨床心理士、児童精神科医）による

相談室。相談を受けるには、学校と相談のうえ、予約が必要。

時間：月３回 (木曜日） １３：３０～１７：１５ 月１回 （月曜日） ９：００～１２：００

電話：３３－１１１４

小中学校

当該校の支援が必要な児童生徒への支援や相談

※特別支援学級が設置されているかどうかにかかわらず、全小中学校に特別支援教育コーディネーターが指名されている。

通常学級ならびに特別支援学級において、障がいのある児童・生徒ひとりひとりに応じた教育・支援を行う。

※特別支援学級の設置は、在籍により随時変更がある。

教育支援センター「あすなろ」（柏原町 中央公民館内）

内容：何らかの心理的理由により登校できない児童生徒の学校復帰を図るための指導・援助。入室については、学校と相

談。

時間：月～金 ９：００～１５：００ 電話：３４－８４２１

日常生活自立支援事業

内容：知的障がい者、精神障がい者、認

知症高齢者を対象に、本人との契約の

もと福祉サービス利用、日常的なお金

の出し入れの手伝い、大切な書類の預

かりサービスを行う。

金銭管理サービス利用料：

１回１２００円（生活保護受給者は無料）

書類等預かりサービス：月２５０円

場所：春日井市社会福祉協議会

（浅山町 総合福祉センター内）

時間：月～金 ８：３０～１７：００

電話：８６－９２２８

ことばの教室

内容：言葉の発達に不安のある３歳から小学６年生の

お子さんについての相談や指導を行う。（保護者同伴）

場所：児童センター（浅山町 総合福祉センター内）

電話 ８７－６８６６

虐待防止

◎児童虐待防止相談

時間：月～金 ８：３０～１７：００

電話：８５－６２２９（子ども政策課）

◎児童虐待通告

児童相談所虐待対応ダイヤル 電話：１８９

市虐待防止ホットライン 電話：８５－６４８７

愛知県春日井児童相談センター 電話：８８－７５０１

◎障がい者虐待防止ホットライン

（基幹相談支援センターしゃきょう）

電話：８４－５３１０

児童発達支援センター

内容：児童発達支援や保育所等訪問支援等の療育やその家族に対する支援を

行うともに、その有する専門機能を活かし、地域の障がい児やその家族の相談

支援、障がい児を預かる施設への援助、助言を行う地域の中核的な療育支援施

設。

・春日井こども発達支援センターてくてく（藤山台） 電話：３７－２９３３

・春日井市第一希望の家（中切町） 電話：８７－７０７１

・春日井こども学園（熊野町） 電話：８１－４５３４

危険が差し迫っているとき

は警察に通報（１１０番）し

てください！！
愛知県障害児等療育支援事業

（市 障がい福祉課）

内容：支援者への支援を核にした

活動をとおして、支援のネットワー

ク化をすすめており、市から地域

の関係機関や施設に案内し、希

望する施設・事業所を巡回する。

電話：８５－６１８６

高齢者・障がい者権利擁護センター

内容：知的障がい、精神障がいなど

で判断能力が不十分になり、自身で

契約や財産の管理が難しくなった方

の権利を守り、住み慣れた地域で安

心して暮らせるように成年後見制度

等の活用を支援する。

場所：春日井市社会福祉協議会

（浅山町 総合福祉センター内）

時間：月～金 ８：３０～１７：００

電話：８２－９２３２

放
課
後
支
援

お問い合わせ先：春日井市健康福祉部障がい福祉課　℡85-6213
令和４年４月１日現在


